
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モニタに表示されるゲーム上の仮想生命体を特徴付ける複数のパラメータの値を増減させ
ることにより前記仮想生命体を育成させる 方法であって、
テキストメッセージの選択肢を記憶しているメッセージ記憶ステップと、
テキストメッセージの選択肢のそれぞれと前記パラメータの増減規則とを対応付けて記憶
している増減規則記憶ステップと、
所定の入力部においてゲーム進行中の任意のタイミングで受け付ける入力要求を検出する
要求検出ステップと、
前記入力要求に応答して前記メッセージ記憶ステップで記憶しているテキストメッセージ
の選択肢を読み出し、読み出したテキストメッセージを表示する選択肢出力ステップと、
表示されたテキストメッセージの選択肢のいずれかの選択入力を受け付けるメッセージン
グステップと、
前記増減規則記憶ステップで記憶しているパラメータの増減規則のうち、選択されたテキ
ストメッセージに対応付けられたパラメータの増減規則を読み出し、読み出した増減規則
に基づいて前記パラメータの新たな値を演算する演算ステップと、
演算した前記パラメータの値に基づいて前記仮想生命体を表示する表示ステップと、
前記入力要求の検出に応じて前記入力要求を無効化するか否かの判断を行い、前記判断結
果に基づいて前記入力要求を無効化する無効化ステップと、
を含み、コンピュータにより実行される 方法。
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【請求項２】
前記無効化ステップは、前記選択肢出力ステップまたは前記メッセージングステップを中
止することにより、前記入力要求を無効化する、請求項１に記載の 方法
。
【請求項３】
前記入力要求が無効化される前記ゲーム上の制限期間を記憶する制限期間記憶ステップを
さらに含み、
前記無効化ステップは、前記入力要求の検出が前記制限期間内にあったか否かに基づいて
無効化判断を行う、
請求項１または２に記載の 方法。
【請求項４】
前記無効化ステップは、前記仮想生命体のパラメータの値に基づいてテキストメッセージ
を無効化する確率を演算し、演算結果に応じて無効化判断を行う、請求項１、２または３
に記載の 。
【請求項５】
前記無効化ステップは、前記入力要求が無効化されると判断された場合、その旨の通知を
前記モニタに出力する請求項１～４のいずれかに記載の 方法。
【請求項６】
前記無効化ステップにおける前記入力要求を無効化する旨の通知と重複しないタイミング
で、前記入力要求を促す通知を、前記モニタ上にゲーム進行中に表示する入力要求促進ス
テップをさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の 。
【請求項７】
前記ゲームに設定されている状況とテキストメッセージの選択肢とを対応付ける状況テー
ブルを記憶する状況テーブル記憶ステップをさらに含み、
選択肢出力ステップは、進行中の前記ゲームの状況に対応するテキストメッセージの選択
肢を前記状況テーブルから読み出して表示する、
請求項１～６のいずれかに記載の 。
【請求項８】
モニタに表示されるゲーム上の仮想生命体を特徴付ける複数のパラメータの値を増減させ
ることにより前記仮想生命体を育成させるゲーム装置であって、
テキストメッセージの選択肢を記憶しているメッセージ記憶手段と、
テキストメッセージの選択肢のそれぞれと前記パラメータの増減規則とを対応付けて記憶
している増減規則記憶手段と、
所定の入力部においてゲーム進行中の任意のタイミングで受け付ける入力要求を検出する
要求検出手段と、
前記入力要求に応答して前記メッセージ記憶手段が記憶しているテキストメッセージの選
択肢を読み出し、読み出したテキストメッセージを表示する選択肢出力手段と、
表示されたテキストメッセージの選択肢のいずれかの選択入力を受け付けるメッセージン
グ手段と、
前記増減規則記憶手段が記憶しているパラメータの増減規則のうち、選択されたテキスト
メッセージに対応付けられたパラメータの増減規則を読み出し、読み出した増減規則に基
づいて前記パラメータの新たな値を演算する演算手段と、
演算した前記パラメータの値に基づいて前記仮想生命体を表示する表示手段と、
前記入力要求の検出に応じて前記入力要求を無効化するか否かの判断を行い、前記判断結
果に基づいて前記入力要求を無効化する無効化手段と、
を含むゲーム装置。
【請求項９】
モニタに表示されるゲーム上の仮想生命体を特徴付ける複数のパラメータの値を増減させ
ることにより前記仮想生命体を育成させるゲームプログラムであって、
テキストメッセージの選択肢を記憶しているメッセージ記憶手段、
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テキストメッセージの選択肢のそれぞれと前記パラメータの増減規則とを対応付けて記憶
している増減規則記憶手段、
所定の入力部においてゲーム進行中の任意のタイミングで受け付ける入力要求を検出する
要求検出手段、
前記入力要求に応答して前記メッセージ記憶手段が記憶しているテキストメッセージの選
択肢を読み出し、読み出したテキストメッセージを表示する選択肢出力手段、
表示されたテキストメッセージの選択肢のいずれかの選択入力を受け付けるメッセージン
グ手段、
前記増減規則記憶手段で記憶しているパラメータの増減規則のうち、選択されたテキスト
メッセージに対応付けられたパラメータの増減規則を読み出し、読み出した増減規則に基
づいて前記パラメータの新たな値を演算する演算手段、
演算した前記パラメータの値に基づいて前記仮想生命体を表示する表示手段、及び
前記入力要求の検出に応じて前記入力要求を無効化するか否かの判断を行い、前記判断結
果に基づいて前記入力要求を無効化する無効化手段、
としてコンピュータを機能させるゲームプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、仮想生命体を育成するゲームに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ゲーム空間中の仮想生命体をプレイヤの操作により育成するゲームは既に良く知られてい
る。例えば、ゲーム装置の画面に表示される仮想生命体からの呼びかけや要求にプレイヤ
が対応する処置をとることにより、仮想生命体を成長させる育成シミュレーション装置が
提供されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前記育成シミュレーション装置では、仮想生命体からの呼びかけや要求に応じてプレイヤ
が処置を行う。プレイヤは、仮想生命体からの呼びかけや要求があったときにしか仮想生
命体に対する操作をすることができない。従って、プレイヤは仮想生命体の様子を見てい
て自分が今処置を施したいと思ってもできないことがある。
【０００４】
本発明の目的は、プレイヤが、任意の場所にいる仮想生命体に対し、任意のタイミングで
話しかけることができる技術を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、本願第１発明は、モニタに表示されるゲーム上の仮想生命体
を特徴付ける複数のパラメータの値を増減させることにより前記仮想生命体を育成させる

方法を提供する。この方法は、下記のステップを含む。
・テキストメッセージの選択肢を記憶しているメッセージ記憶ステップ、
・テキストメッセージの選択肢のそれぞれと前記パラメータの増減規則とを対応付けて記
憶している増減規則記憶ステップ、
・所定の入力部においてゲーム進行中の任意のタイミングで受け付ける入力要求を検出す
る要求検出ステップ、
・前記入力要求に応答して前記メッセージ記憶ステップで記憶しているテキストメッセー
ジの選択肢を読み出し、読み出したテキストメッセージを表示する選択肢出力ステップ、
・表示されたテキストメッセージの選択肢のいずれかの選択入力を受け付けるメッセージ
ングステップ、
・前記増減規則記憶ステップで記憶しているパラメータの増減規則のうち、選択されたテ
キストメッセージに対応付けられたパラメータの増減規則を読み出し、読み出した増減規
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則に基づいて前記パラメータの新たな値を演算する演算ステップ、
・演算した前記パラメータの値に基づいて前記仮想生命体を表示する表示ステップ、
・前記入力要求の検出に応じて前記入力要求を無効化するか否かの判断を行い、前記判断
結果に基づいて前記入力要求を無効化する無効化ステップ。
【０００６】
ゲーム中の任意のタイミングで仮想生命体に話しかけることのできるゲームにおいて、プ
レイヤは、例えばスペースキーやリターンキー、マウスのクリックなど、所定の合図を入
力する。これに応じ、入力可能なテキストメッセージが少なくとも１つは表示される。プ
レイヤはいずれかを選択することにより、仮想生命体に対するテキストメッセージを入力
できる。
【０００７】
プレイヤからの入力要求を無効化することにより、よりゲームのリアリティを高めたり、
ゲームの面白さを倍増させることができる。例えば、寝ている仮想生命体が、入力された
テキストメッセージに反応して行動を起こすのは不自然である。また例えば、あるテキス
トメッセージに対する理解度が低い仮想生命体は、そのテキストメッセージを理解できな
い場合があるのが自然である。さらに例えば、犬が吠えたり暴れたり排泄したりした後し
ばらくの間は、プレイヤからの入力要求を無効にする。このようなタイミングで犬に話し
かけることを制限することにより、かえってゲームの面白みを高めることができる。そこ
で、プレイヤがテキストメッセージの入力を要求したことを契機に無効化判断を行い、判
断結果に応じて入力要求を無効化する。無効化の効果は、テキストメッセージの選択肢が
表示されない、表示された選択肢のいずれかを選択入力しても仮想生命体に無視される、
などのように現れる。
【０００８】
本願第２発明は、前記第１発明において、前記無効化ステップは、前記選択肢出力ステッ
プまたは前記メッセージングステップを中止することにより、前記入力要求を無効化する

方法を提供する。
入力要求の無効化の１つの方法は、入力要求に応じてテキストメッセージの選択肢を出力
し、いずれかが選択されたとしても、仮想生命体が反応しないようにすることである。別
の方法は、入力要求があってもテキストメッセージの選択肢を出力しないことである。い
ずれかの方法により、プレイヤからの入力要求を実質的に無効化することができる。
【０００９】
本願第３発明は、前記第１～２発明において、前記入力要求が無効化される前記ゲーム上
の制限期間を記憶する制限期間記憶ステップをさらに含む を提供す
る。この方法において、前記無効化ステップは、前記入力要求の検出が前記制限期間内に
あったか否かに基づいて無効化判断を行う。
例えば、仮想生命体が特定の行動をしている間やプレイヤが特定のメッセージを発した後
の一定時間などを制限期間とすることが挙げられる。ゲームのリアリティや面白みを増加
させることができる。
【００１０】
本願第４発明は、前記第１～３発明において、前記無効化ステップは、前記仮想生命体の
パラメータの値に基づいてテキストメッセージを無効化する確率を演算し、演算結果に応
じて無効化判断を行う を提供する。
仮想生命体パラメータには、例えば年齢、体重、なつき度、従順度、習得度など、様々な
ものがある。これらの値に応じてプレイヤのメッセージを無効化することにより、例えば
犬が若いうちはなかなかプレイヤの言うことを聞かないが、次第に言うことを聞く犬が育
成される。より具体的には、プレイヤによくなついている犬ほどプレイヤのメッセージを
よくきき、なついていない犬ほどプレイヤのメッセージを無視する確率が高くなる。別の
例では、従順な性格の犬ほどプレイヤのメッセージをよくきき、反骨精神の旺盛な犬ほど
プレイヤのメッセージを無視する確率が高くなる。また例えば、「お座り」、「伏せ」、
「お手」などのは各教育メッセージ毎に習得度が関連づけられており、例えば「お座り」
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と言われた場合、「お座り」の習得度が低ければ犬はその教育メッセージを無視する確率
が高い。逆に「お座り」の習得度が高ければ、犬がその教育メッセージに従う確率が低く
なる。
【００１１】
本願第５発明は、前記第１～４発明において、前記無効化ステップで前記入力要求が無効
化されると判断された場合、その旨の通知を前記モニタに出力する 方法
を提供する。
通知を表示することにより、入力要求が無効化されたことをプレイヤに通知することがで
きる。例えば犬へのテキストメッセージ「お座り」を無効化した場合、「ちょっと待って
」という犬からのメッセージを表示したり音声出力することにより、プレイヤからのテキ
ストメッセージの無効化を表示することが挙げられる。
【００１２】
本願第６発明は、前記第１～５発明において、前記無効化ステップにおける前記入力要求
を無効化する旨の通知と重複しないタイミングで、前記入力要求を促す通知を、前記モニ
タ上にゲーム進行中に表示する入力要求促進ステップをさらに含む
を提供する。
プレイヤが任意のタイミングで仮想生命体に話しかけられることを示すことができる。
【００１３】
本願第７発明は、前記第１～６発明において、前記ゲームに設定されている状況とテキス
トメッセージの選択肢とを対応付ける状況テーブルを記憶する状況テーブル記憶ステップ
をさらに含む を提供する。この方法において、選択肢出力ステップ
は、進行中の前記ゲームの状況に対応するテキストメッセージの選択肢を前記状況テーブ
ルから読み出して表示する。
【００１４】
想定されている全状況のそれぞれに選択肢を対応付けることにより、プレイヤはゲーム中
にいつでも命令を入力できる。このようなゲームにおいて入力要求の無効化を行うことに
より、ゲームの面白みが一段と倍増する。
本願第８発明は、モニタに表示されるゲーム上の仮想生命体を特徴付ける複数のパラメー
タの値を増減させることにより前記仮想生命体を育成させるゲーム装置であって、
テキストメッセージの選択肢を記憶しているメッセージ記憶手段と、
テキストメッセージの選択肢のそれぞれと前記パラメータの増減規則とを対応付けて記憶
している増減規則記憶手段と、
所定の入力部においてゲーム進行中の任意のタイミングで受け付ける入力要求を検出する
要求検出手段と、
前記入力要求に応答して前記メッセージ記憶手段が記憶しているテキストメッセージの選
択肢を読み出し、読み出したテキストメッセージを表示する選択肢出力手段と、
表示されたテキストメッセージの選択肢のいずれかの選択入力を受け付けるメッセージン
グ手段と、
前記増減規則記憶手段が記憶しているパラメータの増減規則のうち、選択されたテキスト
メッセージに対応付けられたパラメータの増減規則を読み出し、読み出した増減規則に基
づいて前記パラメータの新たな値を演算する演算手段と、
演算した前記パラメータの値に基づいて前記仮想生命体を表示する表示手段と、
前記入力要求の検出に応じて前記入力要求を無効化するか否かの判断を行い、前記判断結
果に基づいて前記入力要求を無効化する無効化手段と、
を含むゲーム装置を提供する。
【００１５】
この装置は、前記第１発明と同様の作用効果を奏する。
本願第９発明は、モニタに表示されるゲーム上の仮想生命体を特徴付ける複数のパラメー
タの値を増減させることにより前記仮想生命体を育成させるゲームプログラムであって、
テキストメッセージの選択肢を記憶しているメッセージ記憶手段、
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テキストメッセージの選択肢のそれぞれと前記パラメータの増減規則とを対応付けて記憶
している増減規則記憶手段、
所定の入力部においてゲーム進行中の任意のタイミングで受け付ける入力要求を検出する
要求検出手段、
前記入力要求に応答して前記メッセージ記憶手段が記憶しているテキストメッセージの選
択肢を読み出し、読み出したテキストメッセージを表示する選択肢出力手段、
表示されたテキストメッセージの選択肢のいずれかの選択入力を受け付けるメッセージン
グ手段、
前記増減規則記憶手段で記憶しているパラメータの増減規則のうち、選択されたテキスト
メッセージに対応付けられたパラメータの増減規則を読み出し、読み出した増減規則に基
づいて前記パラメータの新たな値を演算する演算手段、
演算した前記パラメータの値に基づいて前記仮想生命体を表示する表示手段、及び
前記入力要求の検出に応じて前記入力要求を無効化するか否かの判断を行い、前記判断結
果に基づいて前記入力要求を無効化する無効化手段、
としてコンピュータを機能させるゲームプログラムを提供する。
【００１６】
このプログラムは、前記第１発明と同様の作用効果を奏する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
＜第１実施形態例＞
次に本発明のゲーム方法について、図面を参照しながら具体的に説明する。
（１）ハード構成
図１は、第１実施形態例に係るゲームシステム１０００の構成を示すブロック図である。
このゲームシステム１０００は、ＣＰＵ１、画像処理部２、音声処理部３、ＲＯＭ４、Ｒ
ＡＭ５、操作部１０、カードドライブ１１及びサブボード１２を有している。
【００１８】
ＣＰＵ１は、ＲＯＭ４に記録されているＯＳとＲＡＭ５に記憶されるゲーム用データなど
とに基づいて、後述する複数の機能を実現する。
画像処理部２は、ＧＰＵ（ Graphics Processing Unit）２１、フレームバッファ２２及び
モニタ２３を有している。ＧＰＵ２１は、ＣＰＵ１の計算結果に基づいて、ポリゴンの組
合せからなるＣＧ画像をフレームバッファ２２に書き込む。ＧＰＵ２１により描画処理さ
れたＣＧ画像は、フレームバッファ２２に一時的に記録される。フレームバッファ２２に
記録されたＣＧ画像は、モニタ２３により読み出されて表示される。ＧＰＵ２１による描
画処理及びフレームバッファ２２への記録が連続的に行われることにより、動画要素を含
むＣＧ画像、たとえば仮想生命体の動きがモニタ２３に表示される。
【００１９】
音声処理部３は、ＳＰＵ (Sound Processing Unit)３１とスピーカ３２とを備えている。
ＳＰＵ３１は、半導体メモリ４に記録されている音楽データや各種効果音データなどの音
声データに基づいて、音楽や効果音を再生する。
ＲＯＭ４は、ゲームシステム１０００の各部に基本動作を行わせるためのＯＳと、ゲーム
プログラムやゲーム用各種データとを格納している。
【００２０】
ＲＡＭ５は、ＲＯＭ４から必要に応じて読み出されたゲーム用各種データを一時的に保存
するなどのワークエリアとして使用される。
コインボタン６は、図示しないコイン等入部にコインが投入されるとオンになり、ＣＰＵ
１０にゲームの開始信号を送信する。
メモリカードスロット７，８は、読み込み及び書き込み用メモリカード（以下、単にメモ
リカードという）へのデータの書き込み及びメモリカードからのデータの読み出しを行う
。この例では、２枚のメモリカードをメモリカードスロット７，８に挿入可能である。メ
モリカードスロット７，８は、複数のプレイヤによるゲームを想定しないのであれば、１
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つ設けていればよい。メモリカードスロット７，８を設けておけば、本発明のゲームプロ
グラムが動作する家庭版ゲーム装置で育成された仮想生命体を、ゲームシステム１０００
においても育成できる。言い換えれば、ゲームシステム１０００と家庭版ゲーム装置とが
、データを共有することができる。
【００２１】
ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）９は、電子メールアプリケーションやＩＭ (Instant M
essage)アプリケーション、ＷＷＷ (World Wide Web)ブラウザなどゲームの処理内容に応
じて必要となるアプリケーションを記憶している。例えばゲームシステム１０００からネ
ットワークを介してプレイヤが他のゲームシステムのプレイヤとウェブチャットによるメ
ッセージ交換をできるようにゲームを作成する場合、ＷＷＷブラウザがＨＤＤ９に記憶さ
れていることが好ましい。
【００２２】
操作部１０は、入力手段として例えば２つのキーボード１３ａ、１３ｂ及びボタン１４を
有している。キーボードの数は少なくとも１つあれば足りる。キーボード１３ａ，ｂやボ
タン１４だけでなく、マウスやレバーなどの入力手段をゲーム処理内容に応じて操作部１
０に設けても良い。
カードドライブ１１は、読み込み及び書き込み用磁気カード（以下、単に磁気カードとい
う）へのデータの書き込み及び磁気カードからのデータの読み出しを行う。この例では、
２枚の磁気カード１５ａ、１５ｂをカードドライブ１１に挿入可能である。カードドライ
ブ１１に代えて、プレイヤの過去のゲーム履歴を記録できる記録媒体に対し読み出し及び
書き込み可能な他の手段を用いても良い。
【００２３】
サブボード１２は、操作部１０及びカードドライブ１１とＣＰＵ１との間でデータの送受
信を行う。
（２）ゲームシステムの一例
（２－１）ゲームシステム全体
図２は、前記ゲームシステム１０００の一具体例であるゲームシステム２０００の外観斜
視図である。このゲームシステム２０００は、ゲーム装置の筐体２０１と、キーボード２
０２ａ、２０２ｂと、ボタン２０２ｃ，ｄとを有している。キーボード及びボタンは少な
くとも１つずつ設けられていればよい。２つずつ設けているのは、２人のプレイヤがゲー
ムに参加できるようにするためである。キーボード２０２ａ，ｂ及びボタン２０２ｃ，ｄ
の下部には、カード挿入部２０３ａ、２０３ｂが設けられている。なお、ニーズに応じて
メモリカードスロットを設けても良い（図示せず）。
【００２４】
ゲーム装置の筐体２０１正面には、画像出力用のモニタ２０４が設けられている。モニタ
２０４の上部左右には、ゲームのＢＧＭや効果音を出力するためのスピーカ２０５ａ，２
０５ｂが取り付けられている。また、筐体２０１の中央下部には、コインを入れるための
コイン投入口２０６が設けられている。
（３）ゲームの概要
（３－１）ゲームの進行
次に、図１及び図３～１１を用い、ゲームシステム２０００で行われるゲームの概要につ
いて説明する。このゲームでは、一定時間の間、プレイヤは任意の場所にいる仮想生命体
に対して話しかけ、仮想生命体を育成することができる。仮想生命体の行動はゲームシス
テム２０００によって制御され、一定時間経過後、ゲームは終了する。話しかける言葉、
すなわちプレイヤのメッセージの入力は、表示される選択肢の中からいずれかをプレイヤ
が選択してキーボード入力してもよいし、いずれかの選択肢をボタン２０２ｃ、ｄで選択
することによる入力でも良い。選択肢は、任意のタイミングでプレイヤが合図を入力する
ことにより表示される。表示される選択肢は、合図が入力されたときのゲーム状況により
変化する。合図は、所定の入力、例えばスペースキーを押すことにより行うことができる
。
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【００２５】
仮想生命体の行動は、仮想生命体に設定されている生命体パラメータにより変化する。生
命体パラメータは、選択されるメッセージやゲーム空間における経過時間により変化する
。プレイヤは、育成途中の仮想生命体に関する各種データを磁気カードに記憶させること
により、長期継続的に仮想生命体を育成することができる。
【００２６】
（３－２）任意の場所やタイミングでメッセージを入力
図３は、プレイヤが任意の場所やタイミングで仮想生命体に対して話しかけることができ
ることを示す画面例である。例えば図３（ａ）に示すように、テーブルの上に乗っている
仮想生命体に対して話しかけたい場合、プレイヤは話しかけたいことを示す合図を入力す
る。この合図は、スペースキーなどの所定のキーを押すことやマウスのクリック、ボタン
の押下などにより入力することができる。例えばスペースキーを押されると、図３（ｂ）
に例示するメッセージの選択肢が表示される。合図に応じて表示されるいずれかのメッセ
ージを選択することにより、プレイヤは結果的に任意のタイミングで任意の場所にいる仮
想生命体に話しかけることができる。
【００２７】
同様に、図４（ａ）では、仮想生命体がいすの下にもぐっているときにプレイヤが合図を
入力し、メッセージの選択肢が表示された画面例である。また図５（ａ）は、仮想生命体
がプレイヤの前にいるときにプレイヤが合図を入力し、メッセージの選択肢が表示された
画面例である。
（３－３）メッセージの無効化
図６及び図７は、プレイヤのメッセージが無効化されていることを示す画面例である。ゲ
ームシステム２０００において、プレイヤは任意の場所やタイミングで仮想生命体に話し
かけることができるが、ゲームをより面白くするために、一定の条件下ではプレイヤのメ
ッセージが無効化されることが望ましい場合がある。
【００２８】
（３－３－１）制限期間による無効化
例えば、プレイヤのメッセージが無効化される制限期間内に入力されたメッセージは仮想
生命体の行動に影響を及ぼさないようにすることができる。
制限期間の設定の仕方は、例えば仮想生命体が特定の行動をしている間や特定の行動をし
た後の一定時間内を、制限期間とすることが考えられる。例えば「ほえる」、「排泄をす
る」、「暴れる」などの行動の後の一定時間内を制限期間とするのである。また例えば、
仮想生命体が寝ている間を制限期間とすることが挙げられる。寝ている間にプレイヤが話
しかけるとすれば不自然だからである。
【００２９】
さらに、プレイヤが特定のメッセージを発した後の一定時間内を、制限期間とすることが
考えられる。例えばプレイヤが「おいで」と言って仮想キャラクタをそばに呼んだ後一定
時間を制限期間とすることが挙げられる。プレイヤが仮想生命体を頻繁に呼びつけるため
、仮想生命体がゲーム空間中の仮想プレイヤの近くにばかりいると、仮想生命体の行動が
単調となり、ゲームの面白みが半減するからである。ここで仮想プレイヤとは、プレイヤ
のゲーム空間における置換物である。
【００３０】
制限期間の長さは、メッセージが無効化されることによるプレイヤのストレスを考慮し、
数秒間程度が好ましい。
メッセージを無効化する具体的な方法としては、例えば次のものが考えられる。第１の方
法としては、プレイヤが合図を入力しても選択肢が表示されず、従ってプレイヤがメッセ
ージを入力できないようにする方法である。第２の方法としては、プレイヤの合図に応じ
て選択肢を表示し、いずれかのメッセージが選択されても、仮想生命体が反応しないよう
にゲームを作成する。メッセージの無効化の方法は、ここに挙げた方法に限定されない。
また、第１の方法や第２の方法において、仮想生命体がメッセージを無視したことを、表
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示または音声出力によりプレイヤに通知してもよい。
【００３１】
前記図７は、前記第１の方法を例示する画面例である。この画面は、プレイヤが合図を入
力したが、合図が無視され選択肢が表示されないことを示す。またこの画面では、「ただ
いま声をかけられません。しばらくおまちください」という仮想生命体からのメッセージ
により、メッセージが無効化されたことがプレイヤに通知されている。
【００３２】
前記図６は、前記第２の方法を例示する画面例である。この画面は、プレイヤがメッセー
ジを入力したが、メッセージが無視されたことを示す画面例である。この画面では、「い
や」という仮想生命体からのメッセージにより、メッセージが無効化されたことがプレイ
ヤに通知されている。
（３－３－２）生命体パラメータによる無効化
プレイヤのメッセージは、仮想生命体の表示や行動を制御するための生命体パラメータに
応じて無効化されても良い。その場合、同じメッセージが選択されたとしても、仮想生命
体の生命体パラメータによって反応が異なる場合がある。例えば図６は、テーブルに乗っ
た仮想生命体に対して「おりなさい」が入力されたが仮想生命体が拒否し、結果的にプレ
イヤのメッセージが無視される例を示す。一方、図１０は、仮想生命体がメッセージ「お
りなさい」に従って行動する例を示す。
【００３３】
生命体パラメータの例えば「従順度」（後述する）が低い場合、プレイヤのメッセージが
無視される確率が高くなるようにするとよい。従順でない仮想生命体ほどプレイヤの言う
ことを聞かない状況を作り出すことができる。また、プレイヤになついていない仮想生命
体はプレイヤの言うことをなかなか聞かない方が自然なので、「なつき度」（後述する）
や「従順度」が低いほど、プレイヤのメッセージに従わない確率が高くなるようにすると
よい。
【００３４】
同様に、例えば「お座り」の習得度（後述する）が低いほどプレイヤのメッセージに従わ
ない確率を高くするとよい。「お座り」を覚えていない仮想生命体は、「お座り」と言っ
てもお座りを理解できない場合がある様子をゲームにおいて再現できる。「お座り」だけ
でなく「お手」や「お回り」など、仮想生命体の教育に関する教育メッセージについては
、後述するように各メッセージの習得度に応じて教育メッセージが無効化される確率を高
くすることができる。
【００３５】
図８は、ＲＯＭ４に記憶されている生命体パラメータテーブルの概念説明図である。仮想
生命体には、その表示や行動を制御するための生命体パラメータが設けられている。この
例では、生命体パラメータとして、「なつき度」、「従順度」、「習得度」、「満腹度」
が例示されている。各生命体パラメータは、選択されるメッセージ及びゲーム空間におけ
る時間変化に伴い、変化する。例えば、なつき度は時間がたつほど高くなる。また、「よ
しよし」、「おすわり」、「元気だね」、「いいよ」など仮想生命体をかわいがる内容の
メッセージが選択されるほど、なつき度は高くなる。
【００３６】
従順度は、例えば、仮想生命体をかわいがる内容のメッセージが選択されるほど高くなる
。
習得度は、教育メッセージ毎に設けられている。教育メッセージとしては、仮想生命体に
芸を仕込むメッセージや、仮想生命体をしつけるメッセージが挙げられる。芸を仕込む教
育メッセージとしては、例えば「お座り」、「お手」、「お回り」が挙げられる。仮想生
命体をしつける教育メッセージとしては、例えば仮想生命体をしかるためのメッセージで
ある「やめなさい」、「降りなさい」、「だめ」などが挙げられる。また仮想生命体をし
つける教育メッセージは、プレイヤの言うことを聞いた仮想生命体をほめるためのメッセ
ージ、例えば「よしよし」、「いい子」を含む。「お座り」の習得度を例に挙げれば、例
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えばプレイヤが「お座り」の教育メッセージを入力する回数が高いほど、「お座り」の習
得度が向上する。
【００３７】
満腹度は、ゲーム空間における時間が経過するにつれて低下し、プレイヤが食事を与える
と向上する。
なお、前記制限期間によるメッセージの無効化と生命体パラメータによるメッセージの無
効化とを組み合わせることも可能である。例えば制限期間であり、かつ「従順度」が低け
れば、プレイヤのメッセージが無効化される確率が高くなるようにしてもよい。
【００３８】
（４）ＣＰＵの処理の流れ
再び図１を参照してＣＰＵ１が行う処理を説明する。ＣＰＵ１は、人数選択手段１０１、
カード処理手段１０２、生命体選択手段１０３、検出手段１０４（メッセージング手段）
、判断手段１０５（無効化手段）、選択受付手段１０６（メッセージング手段）、パラメ
ータ変化手段１０７（パラメータ記憶手段、更新手段）、生命体制御手段１０８（表示制
御手段）及び制御手段１０９（繰り返し手段）を有している。説明を容易にするため、前
記第１の方法を適用した場合、つまりプレイヤの合図が入力されたらメッセージの選択肢
を表示しないでメッセージを無効化するかどうかを判断する場合について説明する。
【００３９】
人数選択手段１０１は、１～２人の間でプレー人数の選択を受け付ける（図示せず）。プ
レイヤは、キーボード２０２ａ、２０２ｂ、ボタン２０２ｃ、２０２ｄのいずれかを用い
、人数を選択する。
カード処理手段１０２は、ゲーム開始に先立ち、磁気カード（以下、単にカードという）
を用いたプレイ（カードプレイ）か、カードを用いないプレイ（カードなしプレイ）かの
選択を受け付ける。カードプレイに用いられるカードには、新規カードと、既プレイカー
ドとがある。前者の場合、カード処理手段１０２は、プレイヤの氏名の入力や仮想生命体
の名前の登録を受け付け、新規カードにこのデータを書き込む。後者の場合、カード処理
手段１０２は、既プレイカードからプレイヤの氏名、仮想生命体の名前、仮想生命体のポ
イント、生命体パラメータなど所定のデータを読み出す。読み出されたこれらのデータの
一部は、例えば「田中さんのアール」の様に、画面上に表示される（前記図３参照）。ま
た、カード処理手段１０２は、ゲーム終了時に、最新の仮想生命体の生命体パラメータな
どの所定のデータをカードに書き込む。
【００４０】
生命体選択手段１０３は、新規カードによるカードプレイまたはカードなしプレイの場合
、仮想生命体の選択や名前の登録を受け付ける。例えば仮想生命体が犬であれば、犬の種
類、犬の模様（色彩も含む）、犬の性別などの選択を受け付ける。
検出手段１０４は、プレイヤからの合図の入力を検知する。前述したように、合図の入力
は、スペースキーやボタンなど所定のキーの押下やマウス（図示せず）のクリック、これ
ら以外の所定の入力手段による入力により行う。
【００４１】
判断手段１０５は、プレイヤからの合図に応じ、メッセージを無効化するか否かを判断す
る。この判断は、合図の入力が制限期間内に入力されたか否かや、生命体パラメータに基
づいて行う。例えば無効化の判断は次のように行う。合図が入力されたのが制限期間であ
る場合、そのときのゲームの状況に対応づけられた選択肢を特定し、次いで特定した選択
肢に関連する生命体パラメータの値に基づき無効化する確率を求め、求めた確率に基づい
て無効化するか否かを決定する。
【００４２】
特定した選択肢に関連する生命体パラメータとは、例えば状況に対応づけられた選択肢が
芸を仕込むための教育メッセージであれば、「習得度」となる。仮想生命体をほめるよう
な選択肢や、仮想生命体をしかるような選択肢が状況に対応づけられていれば、これらの
選択肢に関連する生命体パラメータは、例えば「なつき度」や「従順度」、「習得度」と
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なる。
【００４３】
例えばプレイヤが仮想生命体に「お手」メッセージによりお手をさせた直後の制限期間に
、再度スペースキーを押した状況を考える。その状況に対応付けて記憶されている選択肢
が「お手」、「お座り」、「お回り」の教育メッセージであれば、選択肢に関連する生命
体パラメータはそれぞれの習得度となる。判断手段１０５は、それぞれの習得度に基づい
て無効化の確率を求め、前述のようにしてメッセージを無効化するか否かを決定する。判
断手段１０５がメッセージを無効化すると決定すれば、選択肢は表示されず、プレイヤは
メッセージを入力できない。逆に判断手段１０５がメッセージを無効化しないと決定すれ
ば、選択肢が表示され、プレイヤはメッセージを入力することができる。
【００４４】
選択受付手段１０６は、プレイヤのメッセージが無効化されない場合、状況に応じたメッ
セージの選択肢を表示し、キーボード２０２ａ、２０２ｂまたはボタン２０２ｃ、ｄから
の入力によるメッセージの選択を受け付ける。
前記図３～図５は、ゲームの状況に応じた選択肢がプレイヤの合図に応じて表示されるこ
とを例示する画面例である。これらの図に示すように、プレイヤが入力できるメッセージ
の選択肢は、ゲームの状況に応じて異なる。例えば図３（ａ）では、「仮想生命体がテー
ブルの上に乗った」という状況である。この状況では、図３（ｂ）に示すように、「おり
なさい」、「よしよし」、「わるいこだ」の３つの選択肢が表示されている。また例えば
図４（ａ）は、「仮想生命体がプレイヤから遠いいすの下に潜り込んだ」という状況では
、「こっち」、「いいこいいこ」、「たのしいの」の３つの選択肢が表示されることを示
す。さらに例えば図５（ａ）は、「仮想生命体がプレイヤの近くにいる」状況では、「お
て」、「おすわり」、「おまわり」の３つの選択肢が表示されることを示す。
【００４５】
図９は、状況テーブルの概念説明図である。前記図３～５に例示した選択肢の表示は、状
況テーブルに基づいて行われる。状況テーブルには、ゲームの状況と、各状況に応じて出
力する選択肢とが、対応づけられて蓄積されている。この例では、ゲームの状況は、仮想
生命体である犬のいる場所と犬の行動との組み合わせにより定まる。もちろん、ゲームの
状況は、ゲームの内容やプレイヤのニーズにより、他の要素を考慮して定めることができ
る。またこの例では、各状況に３つの選択肢が対応づけられているが、選択肢は必ずしも
３つでなくともよい。
【００４６】
なお、どの選択肢が選択されたかの判断は次のように行う。例えば表示された選択肢の全
ての読みまたは文字を最終的に入力された選択肢が選択されたと判断することができる。
また、読みまたは文字がある程度入力されていずれの選択肢を入力途中かが判別可能とな
った段階で、選択された選択肢を決定する方法もある。図１０はこの方法により選択肢が
決定されたことを示す画面例である。これらの方法は、キーボード入力による選択肢の選
択に適用可能である。どの選択肢が選択されたかを決定するタイミングは、決定方法によ
りさまざまである。また例えば、ボタン２０２ｃ，ｄによりいずれかの選択肢の選択を受
け付けても良い。
【００４７】
キーボード入力による選択を受け付ける場合、自然なコミュニケーション感をプレイヤに
持たせるためには、表示された言葉そのままの正確な入力をプレイヤに要求せず、軽微な
入力ミスや入力方法の違いを許容する遊びを設定しておいてもよい。
パラメータ変化手段１０７は、プレイヤのメッセージが無効化されない場合、選択された
メッセージに基づいて、生命体パラメータを変化させる。逆にメッセージが無効化される
場合は、生命体パラメータを更新しない。どのメッセージを選択されたらどの生命体パラ
メータをどれだけ変化させるか、はあらかじめ決めておく（図示せず）。例えば、「元気
だね」、「いいよ」など仮想生命体をほめるようなメッセージに関しては、「なつき度」
や「従順度」を１ずつ増やすと決めておく。また例えば、「乗っちゃだめ」、「暴れるな
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」など仮想生命体をしかるようなメッセージに関しては、「なつき度」や「従順度」を１
ずつ下げると決めておく。さらに例えば、「お座り」、「お手」など芸を仕込む教育メッ
セージに関しては、各メッセージに対する「習得度」を１ずつ増やすと決めておく。
【００４８】
生命体制御手段１０８は、生命体パラメータの値に応じ、仮想生命体の表示を変更する。
例えば前記図４は、メッセージ「こっち」が選択されたので、仮想生命体がプレイヤの方
に来ようとしている様子を示す。また例えば前記図５は、メッセージ「おて」が選択され
たので、仮想生命体がお手をしている動作を示す。さらに例えば図１０は、テーブルに乗
った仮想生命体に対して「おりなさい」が入力されたので、仮想生命体がテーブルから降
りようとしている動作を示す。
【００４９】
また、生命体制御手段１０８は、判断手段１０５の無効化の判断に応じ、メッセージが無
効化されたことを仮想生命体からのメッセージとして表示したり音声出力したりしてもよ
い。
制御手段１０９は、一定時間ゲームが行われるように各手段を制御し、一定時間が経過す
るとゲームを続行するか否かの選択をプレイヤから受け付け、選択に応じた処理を行う。
また制御手段１０９は、ゲームが終了した場合、仮想生命体同士の手紙交換を行う処理を
実行しても良い。この処理は、例えばＨＤＤ９に記憶されているＷＷＷブラウザ、電子メ
ールアプリケーション、ＩＭアプリケーション、チャットアプリケーションなどを動作さ
せることにより行う。図１１は、制御手段１０９による通信処理の画面例を示す。他の仮
想生命体の手紙リスト５０１が表示されており、いずれかの手紙を選択すると、選択した
手紙の全文５０２が表示される。プレイヤは、他の仮想生命体に対する手紙５０３を作成
することもできる。作成した手紙は、手紙リストに掲載される。ここで手紙は、電子メー
ル、インスタントメッセージ、チャットの発言などを含む。
【００５０】
［全体の処理の流れ］
図１２は、本ゲームシステム２０００における全体的な処理手順の流れを示すフローチャ
ートである。以下、これらの図に沿って本ゲームシステムの処理の流れを具体的に説明す
る。ここでも、説明を容易にするために、メッセージの選択肢を表示することなくメッセ
ージを無効化するかどうかを判断する前記第１の方法を適用した場合を例に取り説明する
。
【００５１】
（１）メイン処理
図１２は、本ゲームシステムのメイン処理の流れを示すフローチャートである。
ステップＳ１：制御手段１０９は、本ゲームのデモ画面を表示している。
ステップＳ２：制御手段１０９は、プレイヤがコインを投入したことによりコインボタン
６がオンになると、ステップＳ３に移行する。
【００５２】
ステップＳ３：人数選択手段１０１は、プレイヤの人数の選択を受け付ける。
ステップＳ４：カード処理手段１０２は、カード挿入口に新規カードが挿入されているか
否かを判断する。“Ｙｅｓ”と判断すると、ステップＳ５に移行する。“Ｎｏ”と判断す
ると、ステップＳ６に移行する。
ステップＳ５：カード処理手段１０２は、プレイヤの氏名の入力を受け付け、これをＲＡ
Ｍ５に一時的に記憶する。終了時に磁気カードまたはメモリカード（図示せず）などに書
き込むためである。
【００５３】
ステップＳ６：カード処理手段１０２は、カード挿入口に既プレイカードが挿入されてい
るか否かを判断する。“Ｙｅｓ”と判断すると、ステップＳ７に移行する。“Ｎｏ”と判
断すると、カードなしプレイなので、後述するステップＳ９に移行する。
ステップＳ７、Ｓ８：カード処理手段１０２は、既プレイカードからプレイヤの氏名、仮
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想生命体の名前、生命体パラメータなどを含む所定のデータを読み出す（Ｓ７）。読み出
した結果、ゲームを続行可能な場合、後述するステップＳ１１に移行する。続行不可能な
場合、ステップＳ９に移行する。
【００５４】
ステップＳ９、Ｓ１０：生命体選択手段１０３は、仮想生命体の種類や模様、性別などの
選択を受け付ける（Ｓ９）。また、生命体選択手段１０３は、選択された仮想生命体の名
前の登録を受け付け、これを一時的に記憶する（Ｓ１０）。
ステップＳ１１：制御手段１０９は、後述するゲームルーチンを実行させ、本ゲームを開
始させる。
【００５５】
ステップＳ１２：制御手段１０９は、一定時間経過してゲームが終了すると、通信処理を
行う。すなわち、手紙の閲覧や手紙の作成などの処理を受け付け、これが終了するとステ
ップＳ１３に移行する。
ステップＳ１３：制御手段１０９は、ゲームを続行するか否かの選択をプレイヤから受け
付ける。「続行（コンティニュー）」が選択されると、前記ステップＳ１１に戻り、再度
ゲームルーチンが実行される。「終了」が選択されると、カードプレイの場合にはカード
処理手段１０２によるカードのデータの更新などの処理を行う。その後再びステップＳ１
に戻り、コインボタンがオンになるのを待機する。
【００５６】
（２）ゲームルーチン処理
図１３は、ゲームの流れの一例を示すフローチャートである。前記メインルーチンにおい
てステップＳ１１に移動すると、本処理が実行される。
ステップＳ１１１：制御手段１０９は、一定時間が経過するまで、下記ステップＳ１１２
～Ｓ１１７の処理を繰り返す。
【００５７】
ステップＳ１１２：検出手段１０４は、スペースキーなどによる合図の入力を待機し、合
図の入力があるとステップＳ１１３に移行する。
ステップＳ１１３：判断手段１０５は、プレイヤのメッセージを無効化するか否かを判断
する。無効化する場合はステップＳ１１１に戻り、次の合図を待機する。無効化しない場
合、つまりプレイヤのメッセージが有効な場合には、ステップＳ１１４に移行する。
【００５８】
ステップＳ１１４，Ｓ１１５：選択受付手段１０６は、ゲーム状況に応じたメッセージの
選択肢を表示する（Ｓ１１４）。さらに選択受付手段１０６は、いずれかのメッセージの
選択を、操作部１０からの入力に基づいて受け付ける（Ｓ１１５）。
ステップＳ１１６：パラメータ変化手段１０７は、入力されたメッセージに応じ、仮想生
命体の生命体パラメータを更新する。
【００５９】
ステップＳ１１７：生命体制御手段１０８は、更新された生命体パラメータに基づいて、
仮想生命体の表示を更新する。
＜他の実施形態例＞
（Ａ）前述した方法を実行するプログラム及びこのプログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体は、本発明に含まれる。ここで、記録媒体としては、コンピュータ
が読み書き可能なフレキシブルディスク、ハードディスク、半導体メモリ、 CD-ROM、ＤＶ
Ｄ、光磁気ディスク（ＭＯ）、その他のものが挙げられる。また、これらの記録媒体は、
ＣＰＵ１とネットワークを介して接続されていても良い。図１４（Ａ）は、第１実施形態
例におけるゲームシステム１０００と、コンピュータ３０００とがネットワークを介して
接続された構成を示す。ここでコンピュータ３０００は、前記記録媒体を内蔵しているか
、または前記記録媒体へのアクセスのためのドライブを接続されている。
【００６０】
（Ｂ）前記カードに代えて、所定のデータを前述の記録媒体に記録しても良い。この場合
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も、記録媒体は、ＣＰＵ１とネットワークを介して接続されていても良い。さらに、所定
のデータの書込に先立ち、データの記録先の選択または指定をプレイヤから受け付けるよ
うにしても良い。例えば、記録先の候補としてネットワーク上の所定のサーバのいずれか
の選択を受け付けることが可能である。この場合も、前記図１４（Ａ）と同様の構成を用
いることができる。
【００６１】
（Ｃ）前述した方法は、モニタ４００１及びキーボード４００２ａ、２００２ｂと接続可
能な家庭用のゲーム装置４０００においても実行可能である。このゲーム装置においては
、ゲームプログラムは、本体装置に着脱自在な記録媒体４００３であるＣＤ－ＲＯＭ、Ｉ
Ｃカード、ＤＶＤなどに記録されている。
（Ｄ）前述した方法は、図１４（Ｃ）に示すシステムに適用可能である。このシステムで
は、複数のＰＣ (Personal computer)５００１ａ，ｂ、複数の家庭用ゲーム装置４０００
ａ，ｂ、複数のゲームシステム１０００ａ，ｂ、ホスト５００２がネットワークで接続さ
れている。図中、前述と同様の機能を有する要素については、同一の符号番号で示してい
る。ホスト５００２は、第１実施形態例で述べた方法を実行可能なプログラムが記録され
た記録媒体を保持している。ＰＣ５００１ａ，ｂ、家庭用ゲーム装置４０００ａ，ｂ、ゲ
ームシステム１０００ａ，ｂ（以下、まとめて各端末という）は、前記プログラムをそれ
ぞれ保持していても良いし、ホスト５００２からダウンロードして実行しても良い。プレ
イヤは、各端末のいずれかを用いて、他のプレイヤと、または単独でゲームを楽しむこと
ができる。各プレイヤの仮想生命体に関するデータは、各端末に内蔵の記録媒体、磁気カ
ード、メモリカード、ホスト５００２などの記録媒体のいずれに蓄積しても良い。
【００６２】
（Ｅ）プレイヤのメッセージを無効化する方法として、前述の方法に限定されない。例え
ば以下の方法も考えられる。
１）生命体パラメータに応じ、プレイヤが合図を入力できる回数、すなわちメッセージを
入力できる回数を変化させ、制限回数を超えた場合はメッセージを無視する方法。この場
合、一定時間が経過したら入力できるメッセージの回数が復活するようにしても良い。
【００６３】
２）同じ状況において同じメッセージが繰り返されることに制限をかける方法。例えばプ
レイヤのそばに呼ぶ「おいで」メッセージが連続して入力できる上限を設け、上限を超え
ると無視される方法。
３）連続して同じ状況にある場合、連続時間が一定時間以上になったら、その状況を繰り
返させるようなメッセージを無視する方法。連続時間ではなく、累積時間を用いても良い
。例えば、プレイヤのそばに仮想生命体を呼んでばかりいるためにプレイヤの前にいる状
況が長く続くと、「おいで」メッセージが無効化される。
【００６４】
４）合図の入力ができる時間間隔を一定時間以上とする方法。例えば連続してスペースキ
ーが押されることを防止するためである。
（Ｆ）本発明は、育成ゲームだけでなく、例えば会話ゲームや競技ゲームなど様々なゲー
ムに適用できる。例えば次のような会話ゲームが考えられる。ゲーム空間中の仮想生命体
に対し、表示されたメッセージの選択肢を選択することでプレイヤが話しかけると、選択
されたメッセージに応じて仮想生命体が応答し、この繰り返しでゲームが進行する。メッ
セージの選択肢は、前述と同様に合図を入力すると表示される。表示される選択肢は、仮
想生命体がいるゲーム空間中の場所や合図の入力のタイミングにより変化する。
【００６５】
【発明の効果】
本発明を用いれば、育成ゲームにおいて、プレイヤは任意のタイミングで仮想生命体に話
しかけることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態例に係るゲームシステムの構成ブロック図。
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【図２】図１のゲームシステムの一具体例であるゲームシステム２０００の外観斜視図
【図３】任意のタイミングで状況に応じたメッセージを入力する表示例。
【図４】状況に応じたワード選択肢が表示され、メッセージに応じて仮想生命体が行動す
る画面例。
【図５】状況に応じたワード選択肢が表示され、メッセージに応じて仮想生命体が行動す
る別の画面例。
【図６】メッセージに反抗する仮想生命体の表示例。
【図７】メッセージが入力できないことを示す表示例。
【図８】生命体パラメータテーブルの概念説明図。
【図９】状況テーブルの概念説明図。
【図１０】メッセージに従う仮想生命体の表示例。
【図１１】別のプレイヤとのメッセージ交換を表す画面例。
【図１２】本ゲームシステムのメイン処理の流れを示すフローチャート。
【図１３】ゲームルーチンにおける処理の流れを示すフローチャート。
【図１４】（Ａ）その他の実施形態例（Ｂ）及び（Ｃ）における構成を示す説明図。
（Ｂ）家庭用ゲーム装置に本発明を適用する場合の構成を示す説明図。
（Ｃ）ネットワーク上でゲームする場合の構成を示す説明図。
【符号の説明】
１：ＣＰＵ
２：画像処理部
３：音声処理部
４：ＲＯＭ
５：ＲＡＭ
６：コインボタン
７，８：メモリカードスロット
９：ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）
１０：操作部
１１：カードドライブ
１２：サブボード

10

20

(15) JP 3577490 B2 2004.10.13



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

(17) JP 3577490 B2 2004.10.13



【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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